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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第60期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 5,075 22,097

経常利益（百万円） 513 2,769

四半期（当期）純利益（百万円） 293 1,562

純資産額（百万円） 24,208 24,020

総資産額（百万円） 33,328 32,455

１株当たり純資産額（円） 967.58 960.07

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
11.73 62.45

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 72.6 74.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
747 3,150

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△288 △1,569

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△213 △308

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
3,956 3,716

従業員数（人） 657 630

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 657 (121)

（注）従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

　

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 531 (94)

（注）従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間における流体制御関連機器事業の生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

メカニカルシール（百万円） 1,506

グランドパッキン・ガスケット（百万円） 955

ピラフロン（百万円） 2,206

合計 4,668

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当第１四半期連結会計期間における流体制御関連機器事業の受注状況を製品別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 受注残高(百万円)

メカニカルシール 1,610 1,151

グランドパッキン・ガスケット 1,229 296

ピラフロン 2,109 889

合計 4,949 2,337

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．流体制御関連機器事業  

メカニカルシール（百万円） 1,590

グランドパッキン・ガスケット（百万円） 1,202

ピラフロン（百万円） 2,262

２．その他 20

合計 5,075

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

の記載については、いずれも100分の10未満であるため記載を省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　

(1）業績の状況

　当第１四半期のわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰を背景に設備投資や個人消費の伸びが鈍化するなど景

気は減速感を強めています。またサブプライムローン問題の長期化などにより国際金融市場は不安定な状況が続き、

世界経済の下振れリスクが懸念されています。

　このような環境の中、当社グループの中核のひとつでありますシール製品におきましては、エンドユーザー営業の強

化をはかるとともにノンアスベスト製品の積極的な販売活動などに努めてまいりました。一方、もうひとつの中核で

あります半導体・液晶製造装置関連業界向けピラフロン製品は厳しい受注環境が依然として続いており、前年同期を

下回る状況となりました。

　この結果、当第１四半期の連結業績につきましては、売上高５０億７５百万円、経常利益５億１３百万円、四半期純利

益２億９３百万円となりました。

　連結売上高を製品部門別に見ますと、ＭＳ製品部門（メカニカルシール製品部門）は１５億９０百万円、ＧＰ製品部

門（グランドパッキン・ガスケット製品部門）は１２億２百万円、ＰＦ製品部門（ピラフロン製品部門）は２２億６

２百万円、その他部門（不動産賃貸）は２０百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは税金

等調整前四半期純利益が４億７４百万円、売上債権の減少額３億９０百万円等により７億４７百万円となったのに対

し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出２億８９百万円等による△２億８

８百万円であり、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払額１億８０百万円等により△２億１３百万円と

なりました。その結果、現金及び現金同等物は２億４０百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は３９億５６

百万円となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

① 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

② 株式会社の支配に関する基本方針

  ①基本方針

  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値並びに株主共同の利益を継続的かつ

持続的に確保、向上させていく必要があると考えております。仮に当社株式の大量取得を目的とする買付けが行わ

れた場合、それに応じるか否かは最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきでありますが、不当な目的による

企業買収である場合には、企業価値および株主共同の利益を守ることが経営者の責務であると考えます。従いまし

て、株主の皆様が判断するにあたって十分な情報が提供されることが極めて重要であり、大量買付者の事業内容、将

来の事業計画及び過去の投資行動から、当該買付行為又は買収提案が企業価値並びに株主共同の利益に与える影響

を慎重に検討していく必要があると考えています。

②具体的な取組み内容

　当社は、顧客本位の視点が最重要と認識し、これを追求することにより既存事業の拡充や新しい事業分野への展開

を通して、更なる成長と企業価値の向上を目指しております。その実現に向けて、新中期経営計画「ＢＴvision０９

（ブレークスルービジョンゼロキュウ）」を平成19年４月にスタートさせております。具体的には、1) 新市場の開

拓と新製品の投入、2) 国内外販売拠点の拡充、3) ビジネスパートナーとの協力による新事業分野の創造、4) ローコス

トオペレーションを目指した生産体制の再構築、5) それを支える人材の育成などに取り組んでいきます。

　また、取締役の経営責任の明確化、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の構築をはかるべく取締

役の任期を１年とし、コーポレートガバナンスを強化いたします。さらに株主の皆様から付託された経営者として、

当社株式の取引や株主の移動状況を注視するとともに有事対応マニュアルを整備し、大量買付けを意図する買付者

が現れた場合、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。

③基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み
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　平成20年５月９日開催の当社取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「本プラ

ン」といいます。）」を導入することを決議し、平成20年６月27日開催の当社第６０回定時株主総会にて承認を得て

おります。

　具体的内容は以下のとおりです。

a．本プラン導入の目的

当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適

切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保

するために、本プランを導入することといたしました。

本プランは、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するととも

に、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性が

あることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当

社株券等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 

なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会

規定に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認

会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成さ

れる独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適

時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

なお、当社は現時点において当社株券等の大規模買付行為に係る提案を受けておりません。

b．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み）

(a) 本プランに係る手続き

ⅰ． 対象となる大規模買付等

本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社取締役会

が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象としま

す。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手

続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)　当社が発行者である株券等（注１）について、保有者（注２）の株券等保有割合（注３）が20％以上となる

買付け

(ⅱ)　当社が発行者である株券等（注４）について、公開買付け（注５）に係る株券等の株券等所有割合（注６）

及びその特別関係者（注７）の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

注（１）金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。な

お、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の

制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締

役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する

法令等の各条項に読み替えられるものとします。

（２）金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれ

る者を含みます。

 （３）金融商品取引法第27条の23第４項に定義されます。以下同じとします。

 （４）金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。以下(ⅱ)において同じとします。

 （５）金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じとします。

 （６）金融商品取引法第27条の２第８項に定義されます。以下同じとします。

 （７）金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げ

る者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２

項で定める者を除きます。以下同じとします。

ⅱ．「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等

に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」といいま

す。）を当社の定める書式により提出していただきます。

 具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

(ⅰ)　買付者等の概要

(イ) 氏名及び住所又は所在地

(ロ) 代表者の役職及び氏名

(ハ) 会社等の目的及び事業の内容
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(ニ) 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要

(ホ) 国内連絡先

(ヘ) 設立準拠法

(ⅱ)　買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株券等

の取引状況

(ⅲ)　買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株券等の種

類及び数、並びに大規模買付等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買

付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等（注８）その他の目的がある場合には、

その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

注（８）金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大

量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段

の定めがない限り同じとします。

ⅲ．「本必要情報」の提供

上記ⅱ．の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に

対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいま

す。）を提供していただきます。

まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（注９）（初日不算

入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記ⅱ．(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送い

たしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提供していただきます。

また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び態様等

に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理

的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」

の一部に含まれるものとします。

(ⅰ)　買付者等及びそのグループ（共同保有者（注10）、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成

員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みま

す。）

(ⅱ)　大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経営参画

の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定

の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法性を含みます。）

(ⅲ)　大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付等に係る

一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合にお

ける当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。）

(ⅳ)　大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法及び関連

する取引の内容を含みます。）

(ⅴ)　大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該

第三者の概要

(ⅵ)　買付者等が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契

約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契

約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ)　買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者との間

の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等

の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ)　大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

(ⅸ)　大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係

者の処遇等の方針

(ⅹ)　当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概要その

他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する

時点で開示いたします。

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者

等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

注（９）営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以
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下同じとします。

（10）金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条６項に基づき共同保有者

とみなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。

ⅳ．取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の

期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以

下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

(ⅰ)　対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする公開買付けの場合には最大で

60日間

(ⅱ)　その他の大規模買付等の場合には最大で90日間

ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長できるものと

し、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主及び投

資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等か

ら提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付

者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模

買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株

主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法

について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。

ⅴ．対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記ⅳ．の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立

案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとしま

す。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確

保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者（投資銀行、証券会

社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を

得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした

場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速や

かに情報開示いたします。

(ⅰ) 独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

独立委員会は、買付者等が上記ⅱ．からⅳ．までに規定する手続きを遵守しなかった場合、又は買付者等に

よる大規模買付等が専ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値・株主共同

の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告しま

す。なお、下記に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、当該大規模買付等は当

社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合に該当するものとします。

（当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型）

１．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株券

等を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の取得を行っている又は行おうとしている

者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合

２．当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハ

ウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグ

ループ会社等に移転する目的で当社の株券等の取得を行っていると判断される場合

３．当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社

等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株券等の取得を行っていると判断される場合

４．当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有

価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるい

は係る一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをする目的で当社

の株券等の取得を行っていると判断される場合

５．買付者等の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当社の株券

等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公

開買付け等の株券等の買付等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、

事実上、株主の皆様に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

６．買付者等の提案する当社の株券等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の

条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無並びに実現可能性等を含むが

これらに限られません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断さ
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れる場合

７．買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害関係者の利益を含む

当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合

８．買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当

該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合

９．買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合

10．その他１．から９．までに準じる場合で、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される

場合

(ⅱ) 独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

(ⅰ)に定める場合を除き、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

ⅵ．取締役会の決議

当社取締役会は、ｖ．に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企業価

値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、独立委員会からの勧告を受けた後速やかに対抗措置の発動又

は不発動の決議を行うものとします。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、

速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

ⅶ．対抗措置の中止又は発動の停止

当社取締役会が上記ⅵ．の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大

規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、か

つ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でな

いと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、又は勧告の有無若しくは勧

告の内容にかかわらず、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。

当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項

について、情報開示を行います。

ⅷ．大規模買付等の開始

買付者等は、上記ⅰ．からⅵ．に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の不発動の決

議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。

(b) 本プランにおける対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記(a)ⅵ．に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権（以下

「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上

認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることも

あります。

本新株予約権の無償割当ての概要は、下記に記載のとおりといたします。 

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(a)ⅶ．に記載のとおり、対抗措置の中

止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当て

を決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(a)ⅶ．に記載の決議を行なった

場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約

権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日ま

でにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとし

ます。

（新株予約権無償割当ての概要）

１．本新株予約権の割当総数

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予約権無償

割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当て期日」といいま

す。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除き

ます。）と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数としま

す。

２．割当対象株主

割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有する当

社普通株式（ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個を上限とし

EDINET提出書類

日本ピラー工業株式会社(E01645)

四半期報告書

 9/28



て、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てを

します。

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

４．本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式の

数（以下「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決

議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整

を行うものとします。

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の

当社普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途

定める額とします。

６．本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

７．本新株予約権の行使条件

(1)特定大量保有者（注11）、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者（注12）、(4)特定大量買

付者の特別関係者、若しくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得るこ

となく譲受け若しくは承継した者、又は、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者（注13）（これら

の者を総称して、以下「非適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使することができないものとしま

す。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるも

のとします。

８．当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権を取得し、これ

と引き換えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。

非適格者が有する本新株予約権を取得するときは、これと引き換えに本新株予約権１個につき時価相当の

現金、債券等を交付する旨の定めを設ける場合があります。なお、本新株予約権の取得条件の詳細について

は、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

９．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役

会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

10．本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議にお

いて別途定めるものとします。

注（11）当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20％以上である者、

又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の

株券等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が

認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該

当しないこととします。

（12）公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の２第１項に定義され

る株券等を意味します。以下本注において同じとします。）の買付け等（金融商品取引法第27条

の２第１項に定義される買付け等を意味します。以下本注において同じとします。）を行う旨の

公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとし金融商品取

引法施行令第７条第１項に定めるものを含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の

特別関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となる者、又は、これに該当することとなると

当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当

社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償

割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

（13）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の

支配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協

調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の

「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義され

る場合をいいます。）をいいます。

(c) 本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成23年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
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ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた

場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任

された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止

されるものとします。 

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの

解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得た上

で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。 

当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変更内容そ

の他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

④本プランが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものではない

ことについての取締役会の判断及び判断理由

　当社は次の理由から、本プランは、基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

a．買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・

株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。

b．当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記a．に記載のとおり、当社株券等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じ

るべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保

し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益

を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

c．株主意思を重視するものであること

当社は、取締役会において決議された本プランを平成20年６月27日開催の定時株主総会で決議し併せて当社取締

役会で決議しております。また、上記b．(c)に記載したとおり、本プランの有効期限の満了前であっても当社株主総

会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されるこ

とになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなってい

ます。

d．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プラン

の運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識者

（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任される委員３名以上に

より構成されます。 

また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当

社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。 

e．合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、上記b．(a)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設

定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

f．デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記b．(c)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつ

でも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成の交代を一度に行

うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、168百万円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析
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　当第１四半期末の総資産は、設備投資による固定資産の増加等により前期末比８億７２百万円増の３３３億２８

百万円となりました。有利子負債は、前期末比２０百万円減の８億２７百万円となりました。純資産は前期末比１億

８７百万円増の２４２億８百万円となり、自己資本比率は７２．６％となりました。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,042,406 25,042,406

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

－

計 25,042,406 25,042,406 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

　

平成20年４月１日　

～平成20年６月30日

　

－ 25,042 － 4,966 － 4,731

　

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　　　①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

22,000

－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

24,885,000
24,885 －

単元未満株式
普通株式

135,406
－

１単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 25,042,406 － －

総株主の議決権 － 24,885 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）含ま

れております。

　２．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が808株含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

日本ピラー工業株式会社
大阪市淀川区野中南

二丁目11番48号
22,000 － 22,000 0.09

計 － 22,000 － 22,000 0.09

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 605 708 582

最低（円） 532 526 512

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、改正後の「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年

内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,586 6,346

受取手形及び売掛金 9,542 9,947

商品及び製品 861 862

原材料及び貯蔵品 568 441

仕掛品 963 903

その他 418 537

流動資産合計 ※2
 18,941

※2
 19,038

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 3,779

※1
 3,846

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 1,835

※1
 1,699

土地 3,718 3,706

その他（純額） ※1
 1,646

※1
 900

有形固定資産合計 10,979 10,153

無形固定資産 106 112

投資その他の資産 ※2
 3,301

※2
 3,150

固定資産合計 14,386 13,417

資産合計 33,328 32,455

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,291 3,190

短期借入金 320 305

賞与引当金 317 573

その他 2,771 2,013

流動負債合計 6,700 6,082

固定負債

長期借入金 481 516

退職給付引当金 1,317 1,275

役員退職慰労引当金 － 503

その他 620 56

固定負債合計 2,419 2,352

負債合計 9,120 8,435
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,966 4,966

資本剰余金 5,190 5,190

利益剰余金 13,488 13,395

自己株式 △17 △17

株主資本合計 23,628 23,535

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 621 480

為替換算調整勘定 △41 5

評価・換算差額等合計 579 485

純資産合計 24,208 24,020

負債純資産合計 33,328 32,455
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 5,075

売上原価 3,485

売上総利益 1,589

販売費及び一般管理費 ※
 1,156

営業利益 433

営業外収益

受取配当金 36

為替差益 40

その他 9

営業外収益合計 86

営業外費用

支払利息 3

その他 2

営業外費用合計 6

経常利益 513

特別利益

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 2

特別損失

たな卸資産評価損 40

特別損失合計 40

税金等調整前四半期純利益 474

法人税、住民税及び事業税 72

法人税等調整額 108

法人税等合計 181

四半期純利益 293
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 474

減価償却費 267

賞与引当金の増減額（△は減少） △255

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42

受取利息及び受取配当金 △36

支払利息 3

売上債権の増減額（△は増加） 390

たな卸資産の増減額（△は増加） △202

仕入債務の増減額（△は減少） 116

その他 66

小計 867

利息及び配当金の受取額 37

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △153

営業活動によるキャッシュ・フロー 747

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △289

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △288

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △20

配当金の支払額 △180

その他 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △213

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 240

現金及び現金同等物の期首残高 3,716

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,956
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として総平均法による原

価法によっておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号　平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、

主として総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しておりま

す。

　これにより、税金等調整前四半期純利益

は、40百万円減少しております。

　

　 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法の変更

　有形固定資産

　当社は、従来、取得価額が10万円以上20万

円未満の資産について、３年間で均等償却

する方法を採用しておりましたが、当該資

産の最近における使用状況等を勘案し、財

務体質の一層の健全化を図るため、当第１

四半期連結会計期間より、取得時に全額費

用処理する方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　 （3）リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに

伴い、当第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　

　 （4）作業屑売却収入の会計処理

　従来、作業屑の売却により生ずる「作業屑

売却収入」については、営業外収益に計上

しておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より、売上原価から控除する方法に変

更しました。

　この変更は、近年の原材料価格の高騰に伴

い作業屑売却の管理を強化し、製品種類別

の個別原価をより精緻に把握するためのも

のであります。

　これにより、売上原価及び営業外収益は20

百万円減少し、売上総利益及び営業利益は

同額増加していますが、経常利益、税金等調

整前四半期純利益に与える影響はありませ

ん。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

税金費用の計算 　連結子会社における税金費用については、

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計

年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じて計算しております

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社の一部の機械装置について、平成20年度の法人税法の

改正による耐用年数の短縮を機に経済的使用可能予測期間

を見直した結果、当第１四半期連結会計期間から従来の耐

用年数14年を７年へ短縮を行っております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

（役員退職引当金）

　当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基

づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成20年６月

27日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金

制度を廃止することが決議されました。同制度廃止に伴い、

定時株主総会の日以前の在職期間分についての役員退職慰

労金について、打切り支給することとしました。なお、支給

の時期は、各役員それぞれの退任時とし、役員退職金引当金

は全額を取崩し、退任時まで固定負債「その他」として計

上しております。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の

減価償却累計額
      15,141百万円

※１．有形固定資産の

減価償却累計額
14,906百万円

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

流動資産　　　　　　　　　　　　　　 56百万円

投資その他の資産　　　　　　　　　  138百万円

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

流動資産　　　　　　　　　　　　　　 58百万円

投資その他の資産　　　　　　　　　　147百万円

　３．偶発債務

下記の子会社の銀行借入金に対し次のとおり保証

をしております。

蘇州ピラー工業有限公司 12百万円
   

　３．偶発債務

下記の子会社の銀行借入金に対し次のとおり保証

をしております。

蘇州ピラー工業有限公司 11百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

従業員給料・賞与 282

賞与引当金繰入額 95

退職給付費用 29

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）　

現金及び預金勘定 6,586百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △2,630

現金及び現金同等物 3,956

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平

成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　25,042千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　22千株

３．配当に関する事項

配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 200 8 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当社グループは各種の流体制御関連機器製品の製造販売を主事業とする専門集団ですが、一セグメントの売上

高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも

90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 393 161 555

Ⅱ　連結売上高（百万円）   5,075

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
7.7 3.2 10.9

　（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア：台湾、韓国、シンガポール

その他：北米、欧州、中東

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 967.58円 １株当たり純資産額 960.07円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 11.73円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益（百万円） 293

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 293

期中平均株式数（千株） 25,019

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　当社は、平成20年８月８日開催の取締役会において、会社

法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議い

たしました。

(1) 理由 経済情勢の変化に対応した機

動的な資本政策の遂行を可能

とするため

(2) 取得する株式の種類 当社普通株式

(3) 取得する株式の総数 800,000株（上限）

(4) 株式の取得価額の総額 500百万円（上限）

(5) 自己株式買受けの日程 平成20年８月11日から

平成20年９月30日まで

(6) 自己株式買受けの方法 東京証券取引所における市場

買受け

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

日本ピラー工業株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 米　沢　　　顕　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 淺　野　禎　彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本ピラー工業株式

会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本ピラー工業株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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